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１ 地域計画の策定状況等について

１



○ 基本構想を作成している市町村（同意市町村）は、地域における農業の将来の在り方等について、協議の場を設け、
協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、「地域計画」を策定。

○ 地域計画は、施行日（令和５年４月１日）から２年以内（令和７年３月末まで）に策定（随時変更が可能）。

地域計画の策定

同意市町村は、自然的経済的社会的諸条
件を考慮した区域ごとに、農業者・農業
委員会・農地バンク・ＪＡ・土地改良区
等の関係者による協議の場を設置し、次
を話合い
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地域で農業の将来の在り方等を協議 同意市町村が地域計画を策定
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計
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①区域における農業の将来の在り方
②区域における農業上の利用が行われる
農用地等の区域（※）

③その他農用地の効率的かつ総合的な利
用を図るために必要な事項

※協議の中で、（緑）農業上の利用が行われる区域と
（茶）保全等を進める区域に整理

緑の区域：農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画へ

茶の区域：農山漁村活性化法に基づく活性化計画へ

現状 目標地図

○同意市町村は、次を定めた地域計画（案）
を作成

①地域計画の区域

②①の区域における農業の将来の在り方

③②に向けた農用地の効率的かつ総合的な
利用に関する目標 等

○同意市町村は、③の目標として、農業を担
う者ごとに利用する農用地等を定め、これ
を地図に表示（「目標地図」）

○目標地図の素案は、農業委員会が市町村の
求めを受けて作成

（情勢の推移に応じ、随時変更が可能）

※目標地図のイメージ
保全等を進める
区域

農業上の利用が
行われる区域

※地域計画の策定は、市街化区域については行われない。
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東北管内の地域計画の策定状況（令和６年12月末時点）

県 名
協議の場の
結果公表数

地域計画案
の公告・縦覧数

策定済計画数

青森県 176 1 1

岩手県 256 71 70

宮城県 67 4 4

秋田県 179 47 44

山形県 197 3 －

福島県 414 178 158

東北計 1,289 304 277

※ 各市町村HPにおける公表状況を基に東北農政局において作成
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個人情報に配慮する観点から、色や数字、アルファベット等により表示した目標地図をHPで掲載することも可能です。
なお、地域計画の原本には、農業を担う者の氏名等を明記する必要がありますが、閲覧を地域の利害関係人のみに制限することができます。

目標地図の作成手順

1, 農業を担う者ごとに色や数字、アルファベット等を割り振ります。

2, 地図上の農地に、農業を担う者ごとに割り振った色等を表示します。

〈数字の割振り例〉

1
2

3 4

1, ブロックローテーション等を行う者には、備考欄にその旨を記載します。

農業者 地図上の表示 備考

○○ ,   A   など

△△ ,   B   など ブロックローテーション

㈱✕✕ ,   C   など ブロックローテーション

□□ ,   D   など ブロックローテーション

2, ブロックローテーション等を行う農地は、地図上にその旨を表示します。

3, <色の割振り>により目標地図を作成する場合、別途ブロックローテーショ
ン等を行う農地に新たな色を割り振り表示します。

〈農業を担う者一覧の記載例〉

〈農業を担う者を色や数字等により表示する方法（例）〉 〈複数の農業者が同一の農地を利用する場合の方法（例）〉

目標地図の留意事項

目標地図には、地域農業の利害関係人が将来誰が農地を担うのかを把握できるよう、農業を担う者ごとに利用する農地を地図上に定める
必要があります。

目標地図を作成するときは、地域の耕作体系などの実情を踏まえ、工夫して作成することができます。

〈農業を担う者一覧の記載例〉
農業者 地図上の表示

○○ ,    1   など

△△ ,    2   など

㈱✕✕ ,    3   など

□□ ,    4   など

〈色の割振り例〉 〈色の割振り例〉

ﾌﾞﾛｯｸ
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

・ ・

〈英文字の割振り例〉

ﾌﾞﾛｯｸ
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
B ・ C ・ D 

A

B

C D

※ 地域計画に作物や有機農業エリアなどの農地の利用方針を定める場合、目標地図と別に、利用方針のみを表示した地図を作成することもできます。
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属性 農業者 現状
（略）

10年後（目標年度：令和○年）

経営作目
（略） 経営面積 作業受

託面積
目標地図
の表示 備考

認農 A経営体

（略） （略）

16ha −

利 B経営体 4ha −

認農 C経営体 − 2ha

サ D経営体 7ha − 認定予定

認農 E経営体 2ha − 農業用施設

合計 （略） （略） 29ha 2ha

目標地図をブラッシュアップし地域計画を変更しましょう

 市町村は、農業委員会による農地所有者等の意向把握の結果を踏まえ、協議の場で10年後に農業を担う者を徐々に位置付けていきましょう

 農業を担う者として目標地図に位置付けることができるのは、以下の４パターンを想定しています

 10年後の目標集積率は、基本構想の目標と整合を図りつつ、地域の実状を踏まえ、以下を参考にすることが望ましいです

〈10年後の目標地図〉
地区内の農用地等面積 36ha

※農用地面積は36-2=34ha

〈農業を担う者一覧〉

目標地図に位置付けることができるパターン

○○地域における地域計画（目標地図を含む）の例

※ 基幹３作業とは、水稲にあっては耕起・代かき、田植え及び収穫・脱穀、麦及び大豆にあっては耕起・整
地、播種及び収穫、その他の農作物にあってはこれらに準ずる農作業をいう。

※ 特定農作業の受託とは、受託者が、基幹的な３作業を受託し、その生産した農作物を受託者名義をも
って販売し、その販売の収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当する
場合の作業受託をいう。

A経営体 B経営
体

C経営体

今後検討D経営
体（特定農作業）

D経営体

（基幹３作業受託）

E経営体

（特定農作業）

 担い手（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、基本構想水準到達者）

 利用者（担い手以外の者）

 基幹３作業を受託する者 ※担い手、利用者を問わない

 特定農作業を受託する者 ※担い手、利用者を問わない

A経営体

B経営体

C経営体

D経営体

下記の場合

10年後の担い手へ目標集積率は、
担い手の経営面積23ha（16+7）
地区内の農用地面積34ha（36-2）
Dは、認定農業者として認定を受ける意向があることから、農用
地の集積率に算入することができます。
Eの農業用施設は、農用地の集積率の算出から除外します。

= 68% となります。
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２ 令和７年度予算概算決定の内容
について

10



11



12



13



14


